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    船舶事故調査報告書 

 

                             平成２７年５月１４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                       委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

委   員  小須田   敏 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２６年２月２５日 １１時３０分ごろ 

発生場所 長崎県対馬
つ し ま

市琴
きん

埼
さき

南東方沖 

琴埼灯台から真方位１２８°７５０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°３２.８４′ 東経１２９°２８.４８′） 

事故調査の経過  平成２６年２月２７日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 恭
きょう

洋
よう

丸、４.７トン 

   ＮＳ３－８９１９５（漁船登録番号）、個人所有 

   １０.５０ｍ（Lr）×２.４８ｍ×０.８０ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数７０、昭和５５年２月１日   

Ｂ 漁船 白波
しらなみ

、１.３９トン 

   ＮＳ３－８４４１０（漁船登録番号）、個人所有 

   ６.６９ｍ（Lr）×１.４６ｍ×０.６５ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、２５kＷ（動力漁船登録票による）、昭和４９

年８月１０日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ７４歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５０年１１月２１日 

    免許証交付日 平成２２年８月３０日 

           （平成２７年９月５日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６９歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５０年１０月３１日 

    免許証交付日 平成２３年３月１４日 

           （平成２８年５月８日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 船首外板及び船首甲板に破損、主機及び船内電気機器に濡損 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、対馬市上島東方沖でのはえ縄漁
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を終え、長崎県対馬市琴漁港に帰るため約９.５ノットの対地速力で

琴埼南東方沖を南西進していた。 

 船長Ａは、操舵室の椅子に腰を掛け、レーダーを０.７５海里レン

ジにして、手動操舵で操船していたところ、平成２６年２月２５日１

１時３０分ごろ、Ａ船の船首とＢ船の右舷船首が衝突した。 

 Ａ船は、事故のあったことを所属する漁業協同組合に電話し、救助

を頼んだ。 

Ａ船は、プロペラにＢ船のシーアンカーが巻き付いていたので、航

行できずに漂泊し、僚船が到着後に鎌を借りてシーアンカーを切り、

自力で航行して琴漁港に帰った。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、琴埼南東方沖でシーアンカーを

船首から投入して漂泊し、一本釣り漁をしていた。 

 Ｂ船は、北方を向き、船長Ｂが左舷前部に立って西方を向いて漁を

行っていたところ、Ａ船が衝突した。 

 Ｂ船は、衝突によって左舷を下に転覆し、船長Ｂは、海上に投げ出

され、転覆したＢ船の船底に這
は

い上がって救助を待った。 

 船長Ｂは、約５分後に、僚船に救出され、Ｂ船は、転覆状態でえい
．．

航され琴漁港に帰った。 

 船長Ｂは、帰港後、救急車で病院に運ばれ、頭部打撲と診断され

た。 

 Ｂ船は、船首が破損し、機関、電気系統が海水に浸
つ

かったので、廃

船処理された。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ Ａ船外観、写真２ Ｂ船損

傷部、写真３ 転覆したＢ船を琴漁港で復原 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 東南東、風力 ２、視界 良好 

海象：潮汐 下げ潮の末期 

 その他の事項 

 

 船長Ａは、航行中、船首が浮上し、死角が生じていたが、船首を左

右に振るなどの船首死角を補う見張りを行っていなかった。 

 船長Ａは、レーダーを作動させていたが、画面を見ていなかった。 

 船長Ａは、漁が終わって港の近くまで戻っていることで、緊張が緩

んでいたと本事故後に思った。 

 船長Ｂは、いつも本事故発生場所付近で漁をしており、今まで接近

して来る船がいても、Ｂ船を避けてくれていたので、今回も他船の方

が避けてくれると思い、周囲に注意を払っていなかった。 

船長Ｂは、Ａ船に背中を向けており、衝突する直前までＡ船に気付

かなかった。 

 船長Ａ及び船長Ｂは、救命胴衣を着用していたが、船長Ｂの救命胴

衣は衝突により落水したはずみで脱げた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 

Ａ あり、Ｂ あり 
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 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、琴埼南東方沖を南西進中、船長Ａが、船首方に死角が生じ

ている状況下、船首を左右に振るなど、見張りを適切に行っていなか

ったことから、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 船長Ａは、漁が終わって港の近くまで戻っていることで緊張感が緩

んだことから、船首を左右に振るなどの見張りをしていなかった可能

性があると考えられる。 

 Ｂ船は、琴埼南東方沖で漂泊して操業中、船長Ｂが漁に意識を向

け、見張りを適切に行っていなかったことから、Ａ船と衝突したもの

と考えられる。 

 船長Ｂは、漂泊して一本釣り中、接近する他船が避けてくれていた

ことから、見張りを適切に行っていなかった可能性があると考えられ

る。 

原因  本事故は、琴埼南東方沖において、Ａ船が南西進中、Ｂ船が漂泊し

て操業中、船長Ａが、見張りを適切に行っておらず、また、船長Ｂが

漁に意識を向け、見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突

したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行中に船首死角を生ずる場合、レーダーを使用したり、船首を

左右に振るなどし、船首死角を補う見張りを行うこと。 

 ・漂泊中であっても、見張りを適切に行うこと。  
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付図１ 事故発生経過概略図 
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写真１ Ａ船外観 

 

 

 

 

写真２ Ｂ船損傷部 

 

   

 

 

 

 

 

 

外板に破損 
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写真３ 転覆したＢ船を琴漁港で復原 

 

 


